
（別添書類第２号） 

事 業 計 画 書 



別添書類第２号－1

（別添書類第２号）事業計画書 

本書類は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第１４条第２項第２号で規定さ

れる「事業計画書」である。

１.事業計画の概要 

(１)全体計画 

寝屋川流域は、大阪市東部を含む１２市（大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川

市、大東市、柏原市、門真市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市）にまたがって

おり、その面積は２６７.６ｋ㎡（東西約１４ｋｍ,南北約１９ｋｍ）で、東側を金剛生駒

紀泉国定公園に指定されている生駒山地、西側を大阪城から南に伸びる上町台地で区切

られ、北側と南側は淀川と大和川に囲まれている。

現在の寝屋川流域付近は、約７,０００～６,０００年前には生駒山麓まで入海であり、

その後、淀川、大和川の度重なるはん濫や生駒山地からの流送土砂の堆積により、次第

に陸化していき、後には河内平野と呼ばれる排水の悪い低湿地が形成された。その後、

安土桃山時代には、淀川左岸の堤防の修築が行われたことにより淀川と寝屋川が分離さ

れた。また江戸時代には、庄屋中甚兵衛らの尽力で大和川の付替工事が行われたことに

より、ほぼ現在の寝屋川流域が形成された。

流域の源は、流域の東縁に構える生駒山地に発している。上流域では、生駒山地を源

とする支川の水を集めながら、寝屋川と恩智川が山に並行するように流れており、大東

市住道で合流している。中流域及び下流域に入ると、寝屋川は、古川及び第二寝屋川と

合流し、流域の唯一の出口である京橋口（大阪市中央区）を経て、流域外の旧淀川（大

川）に合流する。旧淀川（大川）に合流した後は、大阪の中心部である中之島を経て西

大阪地域に入り、大阪湾に注いでいる。

土地利用については、大阪市をはじめとする経済活性地域へのアクセスの利便性等か

ら昭和３０年代から市街地の拡大が顕著になり、中小企業が集積するとともに生駒山地

の麓まで住宅地が形成されているなど市街化の進展した地域となっている。

寝屋川流域の約４分の３にあたる地域（主に流域の中・下流部）は、地盤が河川水面

より低い低平地となっており、降った雨はそのままでは河川に流入できない内水域であ

る。このような地域では、降った雨は一旦下水道によって集められ、ポンプにより河川

に排水されている。これに対し、流域上流部では、地盤が河川水面より高く、降った雨

が河川に自然に流入する外水域となっている。

また、流域では、寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、古川をはじめとする大小様々

な河川が網目状に３０河川（総延長約１３３ｋｍ）も存在し、その上、寝屋川の河床勾

配については下流から中流部では１/１２,５００程度、生駒山地の山裾を流れる上流部で

も１/１,０００程度と勾配が非常に緩やかで、大阪湾潮位の影響を受けるため、非常に複

雑な流況となっている。最上流部の生駒山地を流下する支川は中下流部とは対照的に、
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河床勾配が１/９０程度と勾配が非常にきつくなっている。

図-２.１ 寝屋川流域図 

平成28年度末 

寝屋川北部地下河川 

寝 屋 川 流 域 図 
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寝屋川流域では、戦後最大実績降雨（八尾実績降雨）に対応するため、流域整備計画

に基づく基準点（京橋口地点）における流域基本高水流量（２,７００ ／ｓ）を設定し

流量分担計画を定め、河川管理者による治水対策と併せて、下水道管理者や地域住民な

どと協力しながら流域の治水安全度を高めていくという総合治水対策を進めている。ま

た、流域基本高水流量の内、河川及び下水道などで実施する洪水などの処理量を基本高

水流量（２,４００  ／ｓ）と呼び、河川及び下水道の施設整備を進めている。

寝屋川北部地下河川は基本高水流量２,４００ ／ｓのうち、計画高水流量２５０ ／

ｓの処理を担うこととなり、寝屋川流域における内水域の浸水被害の軽減が見込まれる。

図-２.２ 寝屋川流域整備計画における洪水処理計画 

寝屋川北部地下河川は、新たな放流施設として河川法第７９条に基づき平成７年度に

認可された全体計画書に基づき整備を図ってきた。その後、特定都市河川浸水被害対策

法に基づき平成に寝屋川流域水害対策計画を策定（平成２６年８月変更）するとともに、

河川法に基づき河川整備計画を策定（平成２７年３月変更）している。

河川整備計画では、寝屋川北部地下河川の今後３０年程度で目指す当面の整備目標を

８５ ／ｓとしており、寝屋川北部地下河川排水機場のポンプ施設を段階的に整備する

こととし、２５０ ／ｓのうち、まず８５ ／ｓ相当のポンプ施設を築造することとし

ている。

寝屋川北部地下河川は、完成した区間から順次大雨時の一時貯留施設（調節池）とし

て暫定供用しているが、鶴見立坑から上流の古川調節池を平成１４年度に、北島調節池

を平成２３年度に、門真調節池を平成２７年度に暫定供用開始し、浸水被害の軽減を図

ってきたところである。

※ 

※河川整備計画では、今後目指す 

当面の目標を 85m3/s としている 

流域基本高水流量 

基本高水流量 
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平成２７年度末時点で、寝屋川北部地下河川の総延長Ｌ＝１４．３ｋｍの整備率（延

長ベース）は約４６％であり、今回、河川法第７９条第１項に伴う大臣認可を経て、残

区間の守口調節池（Ｌ＝３．１ｋｍ）、鶴見調節池（Ｌ＝１．７ｋｍ）および都島調節池

（Ｌ＝２．９ｋｍ）の早期完成をめざし、流域の浸水被害軽減効果の早期発現を図るこ

ととしている。

本申請書においては、事業未着手区間である、鶴見調節池（Ｌ＝１．７ｋｍ）および

都島調節池（Ｌ＝２．９ｋｍ）の整備事業を全体計画と位置づける。なお、鶴見立坑か

ら松生立坑までの支川（延長３．１ｋｍ）については、現在事業中である。

 ・全体計画（寝屋川北部地下河川）  

  大阪府大阪市都島区中野町五丁目地内から大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目地内 

延 長    約４．６ｋｍ 

構造規格   内径９．０～１１.５ｍ、土被り約３７～７１ｍ 

セグメント厚さ０.３７～０.５ｍ 

最小曲線半径 １００ｍ 

最急縦断勾配 １/３７ 

図-２.３ 寝屋川北部地下河川完成イメージ 
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表-２.１ 全体計画の整備対象区間と整備内容

区  間 整 備 内 容

鶴見
つるみ

調節池 

（1.7km） 

城北川取水立坑から鶴見立坑までの整備を行います。地下

河川が完成するまでの間は暫定的に約 11 万 m3の雨水を貯留

することにより流域の浸水被害の軽減を図ります。 

都 島
みやこじま

調節池 

（2.9km） 

城北川取水立坑から都島立坑までの整備を行います。地下

河川が完成するまでの間は暫定的に約 30 万 m3の雨水を貯留

することにより流域の浸水被害の軽減を図ります。 

寝屋川
ねやがわ

北部
ほくぶ

地下
ち か

河川
かせん

排水機場

寝屋川北部地下河川として供用するため、旧淀川(大川)へ約

85m3/s の排水を行う排水機場を築造します。 

(２)事業区域計画

今回申請を行う事業区域は、全体計画約４．６ｋｍのうち、大深度地下以深を通過す

る、大阪府大阪市都島区中野町５丁目～大阪府大阪市城東区古市一丁目までの計２．２

ｋｍの区間である。

本事業の計画の詳細は次のとおりである。

①施工区間

②延長

事業区域① 事業区域② 事業区域③

自 寝屋川北部地下河川排水機場
市道片町野江森小路線
（野江４交差点）

城北川取水施設

至
（主）市道赤川天王寺線
（都島本通交差点）

城北川取水施設
国道４７９号

（花博記念公園西口交差点）

寝屋川北部地下河川

事業区域① ０．３ｋｍ

事業区域② １．４ｋｍ

事業区域③ ０．５ｋｍ

計 ２．２ｋｍ

寝屋川北部 
地下河川排水機場 城北川 

取水施設 
鶴見立坑 

都島調節池(内径φ11.5m) 鶴見調節池(内径φ9.0m) 

大深度地下利用部

事業区域② 事業区域① 事業区域③ 
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③構造規格及び計画高水流量

なお、浅深度部の上面は、ほとんどが道路など公共用地となっているが、ごく僅かに

民有地を通過する。当該土地については、地権者と区分地上権の設定に向け作業を進め

ている。

事業区域① 事業区域② 事業区域③

内径 １１．５ｍ １１．５ｍ ９．０ｍ

土被り 約７１ｍ 約６９～７０ｍ 約６５～６９ｍ

セグメント厚 ０．５ｍ ０．５ｍ ０．５ｍ

１５０ｍ １５０ｍ ２００ｍ

１／１５００ １／１５００ １／３７最急縦断勾配

計画高水流量 ２５０ ／ｓ(河川整備計画では８５ ／ｓ)

施工区間
寝屋川北部地下河川

構造
規格

最小曲線半径



吐口 寝屋川北部

城北川

守口立坑

松生立坑

北島立坑

取水施設

地下河川排水機場

古川立坑

寝
屋
川
北
部
地
下
河
川
排
水
機
場

(大
阪
市
都
島
区
中
野
町
五
丁
目
)

市
道
赤
川
天
王
寺
線
（
都
島
本
通
交
差
点
）

(都
島
本
通
二
丁
目
)

市
道
片
町
野
江
森
小
路
線
（
野
江
４
交
差
点
）

(大
阪
市
城
東
区
野
江
三
丁
目
)

(関
目
二
丁
目
)

城
北
川
取
水
施
設

城
北
川
取
水
施
設

(関
目
二
丁
目
)

国
道
４
７
９
号
（
花
博
記
念
公
園
西
口
交
差
点
）

(大
阪
市
城
東
区
古
市
一
丁
目
)

鶴
見
立
坑

(大
阪
府
大
阪
市
鶴
見
区
横
堤
４
丁
目
)

事業区域③

L=525m

全体計画範囲

L=4596m

事業区域②

L=1376m

事業区域①

L=251m

 事業区域位置図  S=1:25,000 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号　平29情複、第1363号）

図面名

縮　尺

事業区域位置図

S = 1:25,000

凡　　例

大深度地下事業区域
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【事業区域標準断面】 

事業区域①寝屋川北部地下放水路排水機場～（主）市道赤川天王寺線（都島本通交差点） 

事業区域②市道片町野江森小路線（野江４交差点）～城北川取水施設 

事業区域③城北川取水施設～国道４７９号（花博記念公園西口交差点） 
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２.設置する施設又は工作物の工事の着手及び完成の予定時期 

 全体計画

  開始の時期  平成３１年度

着工の時期  平成３１年度

完成の時期  平成４９年度

 事業区域計画

着 工 の 時 期  平成３３年度

完 成 の 時 期  平成４２年度

区 間 工事区分 
年度（平成） 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

城北川取水施設

～鶴見立坑 

発進立坑築造 

管路築造 

寝屋川北部地下

河川排水機場～ 

城北川取水施設 

到達立坑築造 

管路築造 

排水機場築造 

事業区域③

事業区域①．②
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３.事業に要する経費及びその財源

(１)経費 

  総事業費 １４９７億円

         （単位：百万円）

年度 

費目

全体

計画

起業地における年度区分経費

平成３３～４２年度

工事費 147,500 46,266 
用地費及び補償費 2,200 0 

その他 0 0 
計 149,700 46,266 

(２)財源 

（ア）工事費 

所管 国土交通省 大阪府

負担率 １/２ １/２
会計名 一般会計 一般会計

項 社会資本総合整備事業費 河川海岸費

目 防災・安全社会資本整備交付金 河川砂防費

細目 ― 寝屋川水系改良費

（イ）用地費 

所管 国土交通省 大阪府

負担率 １/２ １/２
会計名 一般会計 一般会計

項 社会資本総合整備事業費 河川海岸費

目 防災・安全社会資本整備交付金 河川砂防費

細目 ― 寝屋川水系改良費
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４.大深度地下において事業の施行を必要とする公益上の理由

(１)事業の施行を必要とする公益上の理由 

寝屋川流域は、流域の大半を占める河内平野が、かつて淀川、大和川の氾濫原であっ

たということから浸水被害を受けやすい地理的特性を有しており、過去から大規模な被

害が頻発している。

表-２.２ 寝屋川流域における過去の浸水被害一覧 

年  月  日 気象要因 

流域最大降雨量 浸 水 被 害 

時間最大 

(㎜) 

総雨量 

(㎜) 

床 上 

(戸) 

床 下 

(戸) 

計 

(戸) 

昭和２７年７月１１日 梅雨前線 ２５.６ ２１４.０ ２,６３６ ４３,４１６ ４６,０５２ 

昭和２８年９月２５日 台風１３号 ３８.０ １９２.０ ３,２００ ４８,５５３ ５１,７５３ 

昭和３２年６月２６日  ６２.９ ３２６.１   ０ 

昭和４２年７月８日 梅雨前線 ４１.５ １２９.０ ８９４ ２２,７９６ ２３,６９０ 

昭和４７年７月１２日 

～１３日 
梅雨前線 ２０.０ ２３７.５ ６,１３８ ３７,２７３ ４３,４１１ 

昭和４７年９月１５日 

～１６日 
台風２０号 ４７.５ １１５.０ ８,９０２ ５２,５０５ ６１,４０７ 

昭和５４年６月２７日 

～７月２日 
梅雨前線 ２５.０ ２６８.５ １,０４４ １２,０４３ １３,０８７ 

昭和５４年９月３０日 

～１０月１日 
台風１６号 ６６.０ ９６.０ ４,０４５ ２３,６９１ ２７,７３６ 

昭和５７年８月２日 

～３日 

台風１０号及び

低気圧 
３９.５ １５０.５ ６,７７８ ４３,２６２ ５０,０４０ 

平成元年９月２日～３日 秋雨前線 ２３.０ １６６.０ ２６ １,９２７ １,９５３ 

平成元年９月１４日 秋雨前線 ４９.０ ７５.５ ６８ ３,６００ ３,６６８ 

平成元年９月１９日 

～２０日 
台風２２号 ４１.０ １０４.０ ３ １,６９４ １,６９７ 

平成７年７月２日～６日 梅雨前線 ３２.０ ２９０.０ １４ ２,０２６ ２,０４０ 

平成９年７月９日 梅雨前線 ３５.０ ７４.０ ９ １６３ １７２ 

平成９年７月１３日 梅雨前線 ４２.０ １１４.０ ６１ ３,７６７ ３,８２８ 

平成９年８月５日 低気圧 ６１.０ ７５.０ ６７ ３,１３５ ３,２０２ 

平成９年８月７日 前線 ８０.０ １１６.０ ３５９ ８,８５４ ９,２１３ 

平成１１年６月２６日 

～２７日 
梅雨前線 ５０.０ ９４.０ ３ ３９８ ４０１ 

平成１１年６月２９日 

～３０日 
梅雨前線 ４２.０ １３０.０ ２ １９５ １９７ 

平成１１年８月１０日 

～１１日 
熱帯低気圧 ５６.０ ２４４.０ ３６４ ３,１１６ ３,４８０ 

平成１１年９月１７日 局地的豪雨 ８８.０ １０６.０ ８５ ３,８７２ ３,９５７ 

平成１５年５月８日 前  線 ４７.０ ８０.０ １５ ６１１ ６２６ 

平成１６年５月１３日 前  線 ４１.０ ８９.０ ２２ ３１０ ３３２ 

平成１６年１０月２０日 台風２３号 ４２.０ １３４.０ １５ ４９０ ５０５ 

平成２０年８月６日 局地的豪雨 ６３.５ ７３.５ １８３ ２,３５７ ２,５４０ 

平成２３年８月２７日 局地的豪雨 ７６.０ ８９.０ ９３ １,４９９ １,５９２ 

平成２４年８月１４日 局地的豪雨 １１１.０ １５９.０ ２,５５４ １７,０８０ １９,６３４ 

平成２５年８月２５日 局地的豪雨 ５９.０ １１９.０ １７ ８８７ ９０４ 
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寝屋川流域では、河川と下水道と流域が一体となった総合的な治水対策を立案し、河

川を改修するだけでなく、治水緑地や流域調節池などの貯留施設を整備するとともに、

新たな放流施設として、地下に２つの放水路（地下河川）を設けることとした。これら

総合治水対策の施設が完成することで、流域基本高水流量（２,７００ ／ｓ）の処理が
可能となり、一生に一度経験するような大雨（時間雨量８０ｍｍ程度の降雨）が降った

場合でも、川があふれて、家が流され、人が亡くなるようなことをなくすことができる。

昭和３０年代から着手した河川改修がほぼ完成してきたため、川からの溢水や破堤が

原因の洪水の危険性は減ってきているものの、市街化の進展に伴う保水・遊水機能の低

下により、近年でも頻繁に浸水被害が発生している。

そのため、さらなる浸水被害軽減にあたっては、特に地下河川の整備を早期に進める

必要がある。そのうち、寝屋川北部地下河川では、全計画延長１４．３ｋｍのうち、上

流６．６ｋｍが完成し、一時貯留施設として、一定の効果を発現している。

しかしながら、寝屋川北部地下河川が放流施設として、本来期待する効果を発現させ

るためには、寝屋川流域外である一級河川旧淀川（大川）へ排水できるよう鶴見立坑か

ら寝屋川北部地下河川排水機場までの約４．６ｋｍの整備を早急に進めていく必要があ

る。

寝屋川北部地下河川による８５ ／ｓの洪水処理は、河川整備計画において、河川改

修や遊水地や流域調節池など他の事業と共に位置づけられており、これらの事業が総合

的に推進されることによって、時間雨量５０㎜程度の降雨による床下浸水、時間雨量６

５㎜程度の降雨による床上浸水を防ぐ計画となっている。

これらの治水効果は、流域約２７０万人の生命、財産を守ると共に、本流域の産業・

経済の発展に大きな効果をもたらすもので、社会的・経済的に及ぼす効果は極めて大き

い。

本事業の実施が環境に及ぼす影響については、「大深度地下の公共的使用における環境

の保全に係る指針」（平成１６年２月３日国都大第５８号）に示された環境保全のための

検討項目（地下水、施設設置による地盤変位、化学反応、掘削土の処理、その他）につ

いて、影響の分析及び環境保全のための措置の検討を行っている。

このうち、地下水については地下水解析モデルを用いた地下水影響解析により求めた

水位低下量を用いて、圧密沈下量の算定を行い、水位低下により生じる地盤沈下は軽微

であると評価している。また水質については、密閉型のシールド工法の採用により、地

下水の出入りは生じないため、工事が環境に及ぼす影響はほぼないものと評価している。

また、施設設置による地盤変位については、地盤変位解析による予測を実施しており、

施設設置による地盤変位が既設構造物に与える影響は問題となるものではないと評価し

ている。

加えて、化学反応については、密閉型シールド工法の採用により、掘削地盤と空気と

の接触は最小限で、施設設置による地下水の強酸性化、有毒ガスの発生、地盤の発熱及
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び強度低下等の化学反応への影響はほぼないと評価しており、掘削土の処理については、

「大阪府建設リサイクル推進計画２０１１」に則り減容化を図り、泥水式シールド工法

等で発生する汚泥等の適正な処理を行うとともに、盛土材料、埋戻材料として９０％以

上の再資源化を図る等、環境への影響が著しいものとならないようにするものとしてい

る。

以上の本事業の実施が環境に及ぼす影響については、学識経験者からなる大阪府河川

構造物等審議会（大深度地下使用検討部会）を設置し、諮問した結果、妥当との答申を

受けている。

このほか、文化財等への影響については、「大深度地下の公共的使用に関する基本方針」

（平成１３年４月３日閣議決定）に示された文化財の保全に影響を及ぼすと考えられる

「地下水位・水圧の変化、振動、周辺環境の変化等」に関して、上記のとおり、事業の

実施が環境に及ぼす影響については軽微であり問題となるものではないと評価されてお

り、文化財等へ影響を及ぼさないと判断している。

加えて、寝屋川流域の枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東

市、東大阪市、八尾市、柏原市で構成する「東部大阪治水対策促進協議会」、同じく寝屋

川流域の交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、

柏原市の各市議会で構成する「東部大阪治水対策促進議会協議会」より、本事業の整備

促進に関する強い要望がある。

以上のとおり、本事業の治水効果は著しく、公益に資するところは極めて大きいため、

早期効果発現を図ることが必要である。

(２)大深度地下を使用する必要性 

平成２８年度末時点で、寝屋川北部地下河川（総延長Ｌ=１４．３ｋｍ）の整備率（延
長ベース）は約４６％である。

残区間の守口調節池（Ｌ＝３．１ｋｍ）、鶴見調節池（Ｌ＝１．７ｋｍ）および都島調

節池（Ｌ＝２．９ｋｍ）は、河川法第７９条第１項に伴う大臣認可を経て早期完成を目

指しており、完成すれば流域における浸水被害の多大な軽減効果が見込まれる。

寝屋川北部地下河川は、これまで既存都市計画道路等を占用して整備を進めているが、

本事業区域直上の都市計画道路は事業化時期が未定となっていることから、地下河川の

整備は進んでいない。全体計画４．６ｋｍのうち、都市計画道路等の公共用地を占用し

て整備する区間が４．３ｋｍであり、地下河川単独で整備する区間は０．３ｋｍである。

都市計画道路等の公共用地を占用する区間４．３ｋｍのうち、都市計画道路等が事業

化している区間は２．４ｋｍで、事業化されていない区間は１．９ｋｍとなっている。

本事業は、前節で述べたように早期効果発現を図るため、地下河川を一時貯留施設か

ら本来の目的である放流施設にする必要があるが、都市計画道路が事業化されていない

区間１．９ｋｍの事業化を待たずに地下河川単独で整備を進める場合は、用地取得や区
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分地上権設定を行う必要があり、工事着手までに長期間を要する。

寝屋川北部地下河川は、平成３年２月２２日に都市計画河川の決定がされていたが、

道路トンネルが一部並走することになったため、平面ルートを変更する必要が生じるこ

ととなり、合わせて、事業の早期実施を目的として、大深度地下の使用を想定した縦断

線形に変更し、平成２９年３月２３日に都市計画変更決定された。大深度地下の使用を

想定している区間については、立体都市計画としている。

これにより、都市計画道路の事業進捗に捉われることなく寝屋川北部地下河川の残区

間に着手することができ、また、大深度地下を使用し施工することにより、用地取得や

区分地上権設定範囲を極力小さくすることができるため事業期間が短縮されることとな

り、本事業の円滑な遂行が可能となる。なお、浅深度部の上面は、ほとんどが道路など

公共用地となっているが、ごく僅かに民有地を通過する。当該土地については、地権者

と区分地上権の設定に向け作業を進めている。
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５.事業区域を当該事業に用いることが相当であり、又は大深度地下の適正かつ合理的 

な利用に寄与することとなる理由 

(１)全体計画の位置づけからみた当該事業区域の位置づけ 

寝屋川流域は、流域面積２６７.６ｋ㎡の流域で、流域の約７５％にあたる地域が、降
った雨が直接河川に流入できずに排水機場により排水する“内水域”となっている。ま

た、川の水位が大阪湾の潮位により変動する“感潮河川”であり、その上、流域内河川

の河床勾配が緩く、さらに最下流端の京橋口が狭小のため、降雨があればなかなか流れ

出ない緩流河川となっている。さらに、流域の急激な都市化により、集中豪雨のたびに、

都市型水害の浸水被害を受けたことから、このような浸水被害に対応するため、昭和６

３年に総合治水対策特定河川の指定を受け、平成２年に流域整備計画を策定し、平成１

８年には流域全体で総合治水対策を推進するため特定都市河川浸水被害対策法に基づく

特定都市河川流域に指定したところであり、現在は、河川整備計画の認可に基づき、治

水対策を進めているところである。

寝屋川北部地下河川は、寝屋川流域の内水域の浸水解消を目的に計画された放流施設

で、その計画総延長は、寝屋川北部地下河川排水機場から讃良立坑までの本川（延長約

１１．２ｋｍ）と本川途中の鶴見立坑から松生立坑までの支川（延長３．１ｋｍ）の合

計１４．２ｋｍである。このうち、鶴見立坑から讃良立坑までの６．６ｋｍは、既に完

成し、一時貯留施設として暫定運用している。

全体計画は、寝屋川北部地下河川の事業未着手区間である寝屋川北部地下河川排水機

場から鶴見立坑までの区間（延長４．６ｋｍ）より構成される。なお、鶴見立坑から松

生立坑までの支川（延長３．１ｋｍ）については、現在事業中である。

本事業区域は、全体計画４．６ｋｍのうち、都市計画道路が事業化され道路占用が可

能な区間等２．４ｋｍを控除した２．２ｋｍであり、本事業区域は、全体計画の一部と

して適切に位置づけられている。

(２)事業の目的を果たし得る最も有効な位置にあること 

１)鶴見調節池（鶴見立坑～城北川取水施設） 

鶴見調節池は、既存の鶴見立坑から城北川取水施設までを都市計画道路（広路８都島

茨田線）下を通過させるルートであり、都市計画道路（広路８都島茨田線）の開通済み

区間を利用できるため、事業の早期整備を図るルートとして最も有効な位置である。
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２)城北川取水施設 

城北川取水施設は、城北川の河川計画上決められた位置であり、都市計画道路南側の

大阪市交通局用地を取得し設置するため、事業の早期整備のための最も有効な位置であ

る。

３)都島調節池（城北川取水施設～寝屋川北部地下河川排水機場） 

城北川取水施設～寝屋川北部地下河川排水機場までの平面ルートは、平成３年２月２

２日に都市計画決定をされた「都市計画道路下ルート案」（案１とする）と、２施設間を

直線で結ぶ「直線ルート案」（案２とする）が考えられる。

この２案を比較検討した結果、整備延長は、案１が２．９ｋｍ、案２が２．５ｋｍで

あるが、案２は、その全延長を大深度地下使用の適用が必要であるのに対し、案１では、

すでに都市計画道路が事業化され区間１．２ｋｍを道路占用することができるため、大

深度地下使用の延長では、１．７ｋｍとなる。また、大深度地下利用のルート上にある

現況建物の面積の比較では、案１が１３，３７０㎡、案２が２３，５４９㎡となる。

大深度地下使用の延長、面積、事業期間や過去の経緯を踏まえ総合的に判断し、案１

を採用することとした。

【案１：都市計画道路下ルート案】

都市計画決定済みのルートを、大深度地下を使用して施工する案である。都市計画道

路が完成している都島本通交差点から野江４交差点までの区間は、道路占用により、大

深度地下の公共的使用に関する特別措置法を適用せずに施工が可能である。
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【案２：直線ルート案】

城北川取水施設から寝屋川北部地下河川排水機場までの区間を直線で結ぶ案である。

最短距離での施工が可能となるが、新規の都市計画決定が必要であり、新たに多くの住

民等との調整が必要となり、事業期間が長期化する。

４)寝屋川北部地下河川排水機場 

寝屋川北部地下河川排水機場は、寝屋川北部地下河川の放流先である一級河川旧淀川

（大川）の近傍に位置する必要があり、また、その施設規模から相当な面積を有する用

地を確保しなければならない。そこで適地として大阪市が所有する適当な規模の土地を

協議のうえで選定し、その位置については、平成２年度に都市計画決定を受け、既に用

地の一部も確保を行っているため、大深度地下を使用する場合においても、当該位置は

変更しないものとした。

５)都市計画との関係 

本事業の大深度地下以深を通過する計２．２ｋｍの区間は、平成２９年３月２３日付

け大阪府告示第５１９号により大阪都市計画河川 第１号 寝屋川北部地下放水路として

都市計画変更決定されたものであり、整合している。

(３)施行しようとする事業の種類・内容からみて事業区域の規模が適切であること 

前述しているとおり、寝屋川北部地下河川を早期に整備し、沿線への影響を小さくす

るために、シールドトンネル工法での施工とし、事業区域は施工・維持管理を考慮した

余裕幅１．０ｍを考慮した範囲が大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第２条に

規定する大深度地下にある区域を定めた。
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表－２．９ 事業区域の規模 

事業区域①②              事業区域③ 

図－２．１０ 事業区域範囲 

事業区域① 事業区域② 事業区域③

寝屋川北部地下河川排水機場～
　（主）市道赤川天王寺線
　　　　　　　　　（都島本通交差点）

市道片町野江森小路線
（野江４交差点）～城北川取水施設

城北川取水施設～
　　　国道４７９号
　　　（花博記念公園西口交差点）

内訳 ０．３ｋｍ １．４ｋｍ ０．５ｋｍ

内径 １１．５ｍ １１．５ｍ ９．０ｍ

土被り 約７１ｍ 約６９～７０ｍ 約６５～６９ｍ

セグメント厚 ０．５ｍ ０．５ｍ ０．５ｍ

１５０ｍ １５０ｍ ２００ｍ

１／１５００ １／１５００ １／３７

２５０ ／ｓ(河川整備計画では８５ ／ｓ)

寝屋川北部地下河川

事業区域の断面範囲 地下河川及び施工・維持管理に必要な余裕幅１．０ｍを考慮した範囲

構造
規格

最小曲線半径

最急縦断勾配

計画高水流量

２．２ｋｍ

施工区間

延長
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(４)支障となる物件の多少 

井戸台帳及びアンケートによる調査において、計画ルート上で深井戸（被圧井戸）は

確認されていない。

(５)周辺の大深度地下等の利用状況や事前の事業間調整（第１２条）の結果を踏まえた 

位置づけ、他の公共事業との調整の有無・支障回避措置の程度 

当該申請に先立ち、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第１２条に基づく事

業概要書の公告・縦覧（平成２８年１０月１７日～平成２８年１１月１５日）を実施し

たが、他の事業者から調整の申し出は無い。

(６)事業の施行に伴い、事業区域に近接する既存施設に対して支障があるかどうか、 

または支障が生じる恐れがあるかどうか 

本事業区域周辺において既存施設（鉄道施設や建物等）があるが、事業実施による地

盤変位について、数値解析による予測を実施し周辺地盤の変位は小さいと評価されてい

ることから、支障が生じる恐れがないことを確認している。


